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1. 流域及び河川の概要 

①川棚川の概要 
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②過去の主な洪水 

│⁸ ⅜ ™↓≤⌂≥⅛╠⁸ ≤⌂ↄ ╛ ⌐╟╢ ⌐ ╦╣≡⅝√⁹ 

⁸ 2 7 ─ ≢│⁸ ה ╦∑≡ 674 ─ ⅜ ⇔≡™╢⁹ 

 1.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③過去の主な渇水 

≢│⁸ 59 ─ ⌐│ ╩ ™⁸ 6 ⌐│ ⅜ ↕╣√⁹ 

 ╕√⁸ ⅛╠ ╩ ⇔≡™╢
↕ ∑ ╓ ⇔

≢│⁸ 6 ⅛╠ 7 ⌐⅛↑≡─

┘ 264 43 ─ ╩│∂╘⁸ 17⁸19 ⌐ ⅜ ↕╣⁸

╛ ┼─ ─ ┘⅛↑╩ ╘╢≤ ─╟℮⌐⁸ ⅜ ™╠╣≡⅝√⁹ 
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6  ủ ủ ủ  

═ ─  7  ủ ủ  

8  ủ   ╩ ⌐╟╡  

9  ủ   ╩ ⌐╟╡  

10  ủ   ╩ ⌐╟╡  

11  ủ   ╩ ⌐╟╡  

15  ủ   ╩ ⌐╟╡  

16  ủ   ╩ ⌐╟╡  

17  ủ ủ   

19  ủ ủ   

 

④治水事業の沿革 

≤⇔≡│⁸ 31 8 ╩ ≤⇔≡⁸ 33 ╟╡⁸ ⅛╠
│ ↕ ╖ ∟╞℮√∟┌⇔

≢

ה ⌐╟╢ ╩ ⇔≡⅝√⁹╕√⁸ 42 7 ╩ ≤⇔≡⁸ 47 ⌐ ₁
─ ─

⅜╦⅜╦

⌐ ╩ ≤⇔≡ ₁
─ ─ ⅜╦

♄ⱶ⅜ ⇔≡™╢⁹ 

 

1.3  

 ⌂≥   

 
S33    

H2 H6  3.7km 

₁  S44 S47 ₁ ♄ⱶ  

 
S56   2.0km 

S48  ♄ⱶ  

 

 

 

 

⑤利水の沿革 

│⁸ ─ ─ ╩ ⌐ ⅛╠ ┼ ⌂ ╩ →⁸↓╣⌐ ∫≡

╙ ⇔√√╘⁸ ─ ─
╛ ╕ ─ √

♄ⱶ ╩ ╡⌐⁸ ⌐ ≈─ ♄ⱶ╩ ⇔ ╩

∫≡⅝√⁹ 

⇔⅛⇔⌂⅜╠⁸ ╙ ⁸ ה ─ ─ ╛⁸Ɫ►☻♥fiⱲ☻╩│∂╘ ─ ≤⇔≡

╩ →≡⅔╡⁸⇔┌⇔┌ ⌐ ╦╣╢⌂≥⁸ │ ⇔≡™⌂™⁹ 

↓─√╘⁸ ─ ♄ⱶ─ →⌐╟╢ ╩ ∫√╒⅛⁸ √⌐ ♄ⱶ⌐╟╡

40,000m3/ ╩ ∆╢ ≤⇔≡™╢⁹ 
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⑥河川整備基本方針及び河川整備計画の概要 

１）河川整備基本方針（平成 17 年 11月策定） 

●基本高水並びにその河道及び洪水調節施設への配分に関する事項 

─Ⱨכ◒ │⁸
╛╕╖∟┌⇔

╟╡

2.1km ⌐⅔™≡ 1,400m3/s ≤ ∆╢⁹↓─℮∟⁸

─ ⌐╟╡270m3/s╩ ∆╢↓≤⌐╟

╡⁸ ┼─ ╩ ⌐⅔™≡ 1,130m3/s≤∆

╢⁹ 

 

●主要な地点における流水の正常な機能を維持するために必要な事項 

⌐⅔↑╢ ─ ⌂ ╩ ∆╢√╘─ ⌂ ⌐≈™≡│⁸ ─

─ ⁸ ─ ╩ ⇔≡ 1 3 ╕≢╩ ⌡ 0.09m3/s⁸4 12 ╕≢╩ ⌡ 0.12m3/s ≤∆

╢⁹ 

 

２）河川整備計画（平成 19年 3 月策定） 

ừ  

─ ≤∆╢ │⁸ ≤∆╢⁹ √∞

⇔⁸ │ ⅛╠ ╕≢≤∆╢⁹  

 

ừ  

─ ≤∆╢ │⁸ ⌡ 30 ≤∆╢⁹ 

 

●河川整備計画の目標に関する事項 

（１）洪水による災害の発生の防止又は軽減に関する事項 

≢│⁸ ⌐ ╩ ⌡ 100 ⌐ 1 ∆╢ ─ ⌐╟

╢ ─ ⌂ ╩ ╢≤≤╙⌐⁸ ⌐≈™≡│⁸ ⌡ 30 ⌐ 1 ∆╢ ⌐

╟╢ ─ ⌂ ╩ ╢⁹ 

（２）流水の正常な機能の維持に関する事項 

₁ ♄ⱶ╛ ♄ⱶ⌐╟∫≡ ╠╣╢ ╩ ⌐ ∆╢≤≤╙⌐⁸ ╛ ה

ה ≤─ ⌂ ─╙≤ ⅛≈ ⌐ ⅜⌂↕╣╢╟℮ ╘╢⁹ 

 

ừ ─ ⌐ ∆╢  

（１）河川工事の目的、種類及び施工の場所に関する事項 

─ ₁ ♄ⱶ⌐ ⅎ≡⁸ ⌐ ♄ⱶ╩ ⇔⁸ ─ ⌐╟╡ ∆╢ ╩

⅛╠ 2.1km ⌐⅔™≡ 1,400m3/s⅛╠ 1,130m3/s⌐ ∆╢⁹↕╠⌐⁸ ⅛

╠ ╕≢─ ⌐≈™≡ ⌂ ─ ╩ ™⁸ ⌐⅔™≡ 1,130m3/s─ ⌂

╩ ╢⁹ 

⌐≈™≡╙⁸ ⅛╠ ♄ⱶ╕≢─ ╩ ™⁸ ⌐⅔™≡

130m3/s─ ⌂ ╩ ╢⁹ 

♄ⱶ⅛╠─ ⌐╟∫≡ ⌡ ⌐ ─ ≢ ∆╢ ─ ⌐⅔™≡╙⁸

⁸ ┘ ─ ╕√│ ─ ╩ ⌐ ⇔√ ≢⁸

⌐⅔™≡ 1.4⌐ ∆ ╩ ∆╢≤≤╙⌐⁸ √⌐ ─ ─ ⌂ ⅜

≤⌂╢⁹ 

1.4 ⌐⅔↑╢ ─ ⌂ ─ ⌐ ⌂ m3/s  
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2. 検証対象ダムの概要 

 

①石木ダムの目的 

ủ  

♄ⱶ ─ 280m3/s─℮∟⁸220m3/s─ ╩ ™⁸♄ⱶ ─ ╩ ∆╢⁹ 

 

ủ ─ ⌂ ─  

♄ⱶ ─ ─ ╩ ℮ ⁸ ─ ⌂ ─ ≤ ╩ ╢⁹ 

 

ủ  
↕ ∑ ╓

⌐ 40,000m3/ 0.463m3/s ─ ╩ ⌂╠⇔╘╢⁹ 

 

②位置 
⅛╦√⌂⅜╦ ™⇔⅝⅜╦

 

 
⌂⅜↕⅝↑╪└⅜⇔∕─⅞←╪⅛╦√⌂∟╞℮™╦╛↔℮№↨ ─ ™╠┌╠

 
↓℮┌╢┘╠

 

 

③ダムの諸元等 

285   

28  

◖fi◒ꜞכ♩♄ⱶ 

55.4m 

234.0m 
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5,180,000m3 

9.3km2 

0.34 km2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.1  

 

④事業の経緯 

♄ⱶ│⁸ ─ ⌂ ≤⇔≡

⇔⁸ ≤─ ─ ⁸ 50 ⅛

╠ ⌐ ⇔≡™╢⁹ 

 

 

 

 

 

 

⑤現在の進捗状況 
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49 ≢№╢⁹ 
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3. 石木ダムの事業費等の点検結果 
①事業費･工期 

♄ⱶ ─ ⌐≈™≡⁸↓╣╕≢─ ╩ ⇔⁸╕√ ┘ ⌐≈™≡ ╩

∫√⁹∕─ ⁸ │ 285 ≤⌂╡⁸ ⅛╠─ │⌂™≤ ⇔√⁹ 

⌂⅔⁸ ─ ≢│ 149 ╩ ⇔√⁹ 

 

 3.1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

╩ ⇔√ ⁸ ─ ≤ ⅝⌂ ⅜ ↄ⁸♄ⱶ 4 ≢♄ⱶ ╩

∆╢ ╖≢№╢⁹ 

 3.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

②堆砂計画 

♄ⱶ─ │⁸ ♄ⱶ─ S39 H15 ╛ ⌐╟╢ ⅛╠ 300 

m
3
/km

2
/ ⁸ 300,000m

3≤⇔≡™╢⁹ 

≢│⁸ ♄ⱶ⌐⅔↑╢ ♃כ♦ H16 H22 ╩ ⇔⁸ ╩ ∫√ ⁸ ⌐

⅔↑╢ │ ≢№╢≤ ⇔√⁹ 

 

③計画雤量 

♄ⱶ─ │⁸ 22 6 ╕≢─ ─ ⌐≥╙╩♃כ♦ ╩ ™⁸

24 400mm≤⇔≡™╢⁹ 

≢│⁸ √⌐ 7 22 ╕≢─ ╩♃כ♦ ⇔ ─ ╩ ∫√⁹ 

∕─ ⁸ (1/100)─ │ 373 423mm ≢№╡⁸ │∕─ ⌐№╡⁸ ≢

№╢≤ ⇔√⁹ 

 

④新規利水計画の確認と点検 

○水道計画（佐世保市水道施設整備事業） 

⌐⅔™≡│⁸ ⁸ ≤⇔≡ ♄ⱶ⅜ ﬞ ⁸ ─ ⅜ 5ﬞ ⁸ ─ ⅜

ﬞ №╡⁸ 105,500 m3/ ─ ╩ ⇔≡™╢╙──⁸∕─ ⁸28,500 m3/ │

27,500m3/ ⁸ 1,000m3/ ≤⌂∫≡⅔╡⁸↓╣╕≢ ⌐ ⅜ ™╠╣≡⅝√⁹ 

⁸ ─ ⌂≥⅜ ∂≡™╢⅜⁸ ─ ┘ ⌐╟╢ ─ ⁸

⌂≥⌐╟╢ ─ ⌐╟╡⁸ ─ ╩ 117,000 m3/ ≤⇔≡

™╢⁹ 

↓─√╘⁸ ─ ≤ ⌐ ∆╢√╘⁸ ♄ⱶ≢ 40,000 m3/ ╩

∆╢ ≢№╢⁹ 

○利水参画者への確認と点検  

≢№╢ ⌐ ╩ ∫√ ⁸♄ⱶ ┼─ ─ ┘ ⌐ ⅜ ™

↓≤╩ ⇔√⁹╕√⁸ ─ ⅜ ⌐ ╦╣≡™╢↓≤╩ ⇔√⁹ 

 

 3.3  

  

 221,793  

 

 49,016 m3/  

ה  24,597 m3/  

 5,245 m3/  

∕─  100 m3/  

 500 m3/  

 78,458m3/  

 87.7  

1  89,462 m3/  

 80.3  

1  111,410 m3/  

꜡☻ 95  

1  117,000 m3/  

 

22 23 24 25 26 27 28

（単位：百万円）

工 事 費 8,559 8,559 0 67 8,492

ダ ム 費 8,192 8,207 15 42 8,165

管    理
設 備 費

340 339 -1 13 326

仮設備費 27 13 -14 12 1

用地及び
補 償 費

16,001 16,001 0 9,919 6,082

用地及び
補 償 費

12,137 11,993 -144 9,466 2,527

補    償
工 事 費

3,864 4,008 144 453 3,555

その他 3,336 3,336 0 3,115 221

測量及び
試 験 費

3,078 3,132 54 2,922 210

機    械
器 具 費

22 11 -11 2 9

営 繕 費 236 193 -43 191 2

事務費 604 604 0 503 101

合   計 28,500 28,500 0 13,604 14,896

①
現計画事業費

（H19年度時点）

②
予定事業費

【H22年度点検】

③
事業費増減
（②－①）

項　目 工　種
④

H21年度までの
執行金額

⑤
H22年度以降の残事業費

（②－④）
総事業費 総事業費 
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4. 目的別対策案の立案の考え方とそれぞれの対策案の概要 

4-1 治水対策案 

① 対策案の検討フロー 

      
 

  
 

 
          

 
 
 
 

  

1.  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

2.

 

3.  

4.  

5.  

6.  

7.
 

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

    

  

13.  

 

14.  

15.
 

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

21.
 

22.  

23.  

24.  

25.
 

26.  

 4.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 概略評価の結果 

 

 

 
1 【現行整備計画】ダム案 → 1 【現行整備計画】ダム案 

河道改修 

2 既設ダムの有効活用 → 2 野々川ダムの再開発等を行ったとしても、見込める洪水調整効果の増分は 10m3/s。 

3 遊水地 → 3 遊水地（その１、その２） 

4 放水路・  → 4 放水路 

5 河道掘削 → 5 河道掘削 

6 引堤 → 6 引堤 

7 堤防嵩上げ → 7 堤防嵩上げ 

8 樹木伐採 → 8 
川棚川では、樹木がない状態でも流下能力は不足しており、樹木の伐採は抜本的対策とはならな
い。 

9 決壊しない堤防 → 9 

決壊しない、しづらい堤防は超過洪水対策であり、流下能力を増やすものではない。 

10 決壊しづらい堤防 → 10 

11 高規格堤防 → 11 高規格堤防については、超過洪水対策であり、流下能力を増やすものではない。 

12 排水機場等 → 12 
排水機場は、自然流下排水の困難な地盤の低い地域で、堤防を越えて強制的に内水を排水するた
めのポンプを有する施設であり、本川河道のピーク流量を低減させたり流下能力を向上させたり
することはできない。 

 

13 雤水貯留施設 → 13 
川棚川流域では宅地面積が尐なく、公共施設も限られていることから、仮に全てを「雤水貯留施
設」として利用しても、洪水ピーク流量の低減効果はほとんど期待できない。 

14 雤水浸透施設 → 14 
川棚川流域内での宅地化率は低く、仮にすべての家屋、道路で雤水浸透施設を整備したとしても
効果は限定的である。 

15 遊水機能を有する土地の保全 → 15 川棚川流域には、洪水調節効果を期待できるような、池、沼沢、低湿地等は存在しない。 

16 部分的に低い堤防の存置 → 16 川棚川では、低い堤防は存在しない。 

17 霞堤の存置 → 17 川棚川では、霞堤は存在しない。 

18 輪中堤 → 18 
川棚川下流の氾濫域は市街地であり、川沿いに家屋が密集しているため、輪中堤の設置は非現実
的である。 

19 二線堤 → 19 
川棚川下流の氾濫域は市街地であり、川沿いに家屋が密集しているため、二線堤の設置は非現実
的である。 

20 樹林帯等 → 20 
川棚川下流の氾濫域は市街地であり、川沿いに家屋が密集しているため、樹林帯の設置は非現実
的である。 

21 宅地の嵩上げ・ピロティー建築等 → 21 
川棚川の氾濫区域には多くの家屋が建っておりそれら全てを嵩上げやピロティー方式に建て直
すことは非現実的である。 

22 土地利用規制 → 22 
川棚川下流の氾濫域は市街化されており、今後、新たな土地利用規制によって被害を抑制する方
策は非常に限定的である。 

23 水田等の保全 → 23 現在、すでに水田の効果を見込んで計画している。 

24 森林の保全 → 24 
波佐見町、川棚町における森林面積は、約 60％を占めており、流出量の評価にこれらの森林の
貯留効果は見込まれている。 

25 洪水の予測、情報の提供等 → 25 
川棚川流域では、ハザードマップの作成等を行い、情報の提供を行っている。また、これらは下
流の河道のピーク流量を低減させたり流下能力を向上させたりする機能は無く、効果を定量的に
見込むことは困難である。 

26 水害保険等 → 26 
下流の河道ピーク流量を低減させたり流下能力を向上させたりする機能は無く、効果を定量的に
見込むことは困難である。 

       →  複合案 

β  

β ─ ╖ ╦∑ │⁸ ⌐ ╘╢⁸ ≤ ⅜⁸70 80%≤ ⅝

™√╘⁸↓╣╠⅜ ⇔⌂™ ╖ ╦∑⁸ → ≤⇔√⁹ 

 

 4.2   
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④ 抽出した治水対策案の概要 
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⑤ 治水対策案の総合評価結果 
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4-2 新規利水対策案 

① 対策案の検討フロー 

 

 

       
 

  
 

          
 
 
 
 

 

 
 

1.   

 

 

 
 

 

  2.    

  3.    

  4.    

          

 

 

 
 

   
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
5.  

 
 

 
  

 
6 .  
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10.  
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 12.   

      

 

 

13.   

  

 14.   

 15.   

 16.   

 17.   

 

 4.3  

 

 

 

② 概略評価の結果 

 

 

 

 

1 【現行整備計画】ダム案 → 1 【現行整備計画】ダム案 

 

 岩屋川ダム →  岩屋川ダム 

 

5 
河道外貯留施設 
（貯水池） 

→ 5 河道外貯留施設（貯水池） 

 

6 
ダム再開発 
（かさ上げ・掘削） 

→ 6 
かさ上げ案及び掘削案ともに必要な開発量を確保することが
困難である。 

 

7 他用途ダム容量の買い上げ → 7 
県北地域には複数の既設ダムが存在するが、洪水調節容量を
除き、不特定用水・水道用水・工業用水に利用されており、
買い上げ可能な容量は存在しない。 

 

 地下トンネルダム →  地下トンネルダム 

 

 

 

8 水系間導水 → 8 
長崎県内の河川は、地理的・地形的要因により、平常時には
流量が尐なく、水量に余裕がある河川はない。 

 

9 地下水取水 → 9 
地下水水源として、必要な開発量を確保可能な水源は存在し
ない。 

 

10 
ため池 
（取水後の貯留施設を含む） 

→ 10 
川棚川流域及び県北地域にはため池が存在するが、現在も水
利権者により利用されており、水源とすることが困難である。 

 

11 海水淡水化 → 11 海水淡水化 

 

12 水源林の保全 → 12 
現状において森林の保全はある程度行われていると判断で
き、また、本体策は定量的な評価が困難である。 

 

 

13 ダム使用権等の振替 → 13 県北地域にはダム使用権等の振替に該当するダムが無い。 

 

14 既得水利の合理化・転用 → 14 
現時点で、県北地域及び川棚川流域では、限られた水資源の
中で水運用がなされているため、余分な既得水利権は存在し
ない。 

 

15 渇水調整の強化 → 15 
佐世保市では、平成 6年などの渇水を踏まえ、渇水時に被害
が最小となるように送水・給水制限を行っており、最善を尽
くしている。 

 

16 節水対策 → 16 必要な開発水量を確保できない。 

 

17 雤水・中水利用 → 17 必要な開発水量を確保できない。 

β  

β ♄ⱶ ┘ ♩fiⱠꜟ♄ⱶ ⌐≈™≡│⁸ ⅛╠─ ╩ ↑≡ ╩ ∫√⁹ 
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③ 抽出した新規利水対策案の概要 
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④ 利水対策案の総合評価結果 
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4-3 流水の正常な機能の維持対策案 

① 対策案の検討フロー 
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② 概略評価の結果 

 

 

 

 

1 【現行整備計画】ダム案 → 1 【現行整備計画】ダム案 

 

 岩屋川ダム →  岩屋川ダム 

 

5 
河道外貯留施設 
（貯水池） 

→ 5 河道外貯留施設（貯水池） 

 

6 
ダム再開発 
（かさ上げ・掘削） 

→ 6 
野々川ダムの流域面積は 2.3km2と小さいことから、必要な不
特定用水をのさらなる増加は見込めず、現実的に困難である。 

 

7 他用途ダム容量の買い上げ → 7 
県北地域には複数の既設ダムが存在するが、川棚川までの導
水が必要である。また、ダム容量を買い上げための容量は存
在しない。 

 

 地下トンネルダム →  
事業費が高額となることが予想されるため、流水の正常な機
能の維持の観点からの検証として詳細検討を行わない。 

 

 

 

8 水系間導水 → 8 
長崎県内の河川は、地理的・地形的要因により、平常時には
流量が尐なく、水量に余裕がある河川はない。 

 

9 地下水取水 → 9 
これまでの調査では、川棚川流域近辺において既得水利権や
維持流量を確保可能な地下水水源は存在しない。 

 

10 
ため池 
（取水後の貯留施設を含む） 

→ 10 
川棚川流域近辺にはため池が存在するが、既得水利権や維持
流量を確保可能な水源は存在しない。 

 

11 海水淡水化 → 11 
既得水利権量及び維持流量への補給という観点からは川棚川
流域での施設整備が必要となり、閉鎖性水域である大村湾へ
の濃縮海水放流は環境への影響も大きいことが予想される。 

 

12 水源林の保全 → 12 
現状において森林の保全はある程度行われていると判断で
き、また、本体策は定量的な評価が困難である。 

 

 

13 ダム使用権等の振替 → 13 県北地域にはダム使用権等の振替に該当するダムがない。 

 

14 既得水利の合理化・転用 → 14 
現時点で、川棚川では限られた水資源の中で水運用がなされ
ており、余分な既得水利権は存在しない。 

 

15 渇水調整の強化 → 15 
平成 6年などの渇水を踏まえ、渇水時に被害が最小となるよ
うに送水・給水制限を行っている。また、本体策は定量的な
評価が困難である。 

 

16 節水対策 → 16 

川棚川流域では、過去の渇水を踏まえ、広報活動による節水
対策が実施されている。また、本体策は定量的な評価が困難
であること、既得水利権や維持流量を確保可能な方策ではな
い。 

 

17 雤水・中水利用 → 17 
雤水・中水の利用により、既得水利権量や維持流量を確保困
難である。 

 

β  
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③ 抽出した流水の正常な機能の維持対策案の概要 
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④ 流水の正常な機能の維持対策案の総合評価結果 
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流水の正常な機能の維持の観点からの目的別総合評価 
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5. 検証対象ダムの総合評価の結果 

 

 

 

 

6. 関係地方公共団体からなる検討の場等の実施状況、それぞれの概要 

①関係地方公共団体からなる検討の場 

─ │ ≤⇔⁸ 22 12 11 ⁸ 23 1 28 ⁸ 23 5 9 ⌐ ⇔⁸

╟╡ ╩ ⇔√⁹ ─ ⌐⅔™≡│⁸ ⅛╠↓╣╕≢─ ─ ╛ ─ ╙ ╕ⅎ⁸

─ ♄ⱶ ╩ ╗ ⅜№⅜╡⁸ ⅜ ⇔√ ♄ⱶ ╩ ≤∆╢ ⌐

≈™≡ ╩ √⁹ 

 6.1  

  

  

 

 

  

 

 

②パブリックコメント・地権者等との意見交換・関係住民説明会 

⅛╠─ ≤⇔≡⁸ⱤⱩꜞ♇◒◖ⱷfi♩ 23 2 18 3 22 ⁸ ≤─

23 3 6 ⁸ 23 3 11 ╩ ™⁸ ↄ ─ ╩ ⇔√⁹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③学識経験者・関係利水者意見等・関係地方公共団体の長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④長崎県公共事業評価監視委員会の意見聴取 

│ 23 5 25 ≤⁸6 6 ─ 2 ↕╣⁸ ♄ⱶ

╩ ≤∆╢ ─ ⌐≈™≡ ⇔√ ⁸ ≥⅔╡ ╘╢≤ ↕╣⁸∕─ ⁸

⅜ 6 13 ⌐ ↕╣√⁹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 第 3回検討の場（最終回）における主な意見 

ה ─ ⌐≈™≡│⁸ ⌐ ∆╢╙─≢№╡⁸ ╙ ↄ ♄ⱶ

⅜ ≢⅝╢╟℮ ∆╢⁹ 

ה ╩ ⇔√℮ⅎ≢⁸ ─ ⅜ ⌐ ╢ │

♄ⱶ⇔⅛⌂™⁹ 

ה ⌂ │≤≡╙ ≢⅝╢╙─≢│⌂™⁹ 

ה ─ ≢ ♄ⱶ ⅜ ≢№╢↓≤╩ ⇔√⁹ 

ה ─ ⌐│ ─ ╩ ╢↓≤⅜ ≢№╡⁸ ⅝ ⅝ ⇔≡╒⇔™⁹ 

ה ≤⇔≡│ ♄ⱶ⅜ ≢№╢⁹ 

地権者等との意見交換の概要 

①日時 

23 3 6  14:00 19:50 

②場所 

 

③参加人数 

42 ⁸ 148  

◇ 地権者等との意見交換における主な意見 

ה ─ ⌐≈™≡ 

ה ─ ♩fi ─ ─ ⌐≈™≡ 

ה ─ ⌐≈™≡ 

ה ⌐ ∆╢ ⌐ ∆╢ ⌐≈™≡ 

 

ה ─ ⌂ ™⅜ ⌐ ↕╣≡™⌂™ 

関係住民説明会の概要 

①日時 

23 3 11 19:00 21:30 

②場所 

 

③参加人数 

82  

◇ 住民説明会における主な意見 

ה ─ ♩fi ─ ─ ⌐≈™≡ 

ה ─ ⌐≈™≡ 

ה ─ ⌐≈™≡ 

ה ♫ⱴ◖ ┼─ ⌐≈™≡ 

 

ה ╙ ↄ♄ⱶ╩ ∫≡╒⇔™ 

パブリックコメントの概要 

①意見募集対象 

♄ⱶ ─ ⌐≈™≡  

②意見の募集・提出方法 

ₒ ₓⱱכⱶⱭכ☺ ⁸  

ₒ ₓ ⁸ⱨ□◒◦Ⱶꜞ │ ⱷכꜟ 

③募集期間 

23 2 18  

23 3 22  

④意見提出件数 

74  

 

◇ パブリックコメントにおける主な意見 

ה ─ ♩fi ─ ⌐≈™≡ 

ה ─ ⌐≈™≡ 

ה ─ ⌐ ∆╢ ⌐≈™≡ 

ⱶ♄ה ─ ┼─ ⌐≈™≡ 

ⱶ♄ה ⌐╟╢ √⌂ ─ ⌐≈™≡ 

 

ה ⌐ ↕╣√ ─ ─ ─ ∟ 

╩ ⌐∆═⅝ 

ה ⇔≡ ╠∑╢√╘⌐╙ ↄ♄ⱶ╩ ∫≡╒ 

⇔™ 

学識経験者意見聴取の概要 

①意見聴取期間 

23 4 11 4 18  

②学識経験者の氏名及び専門分野 

ₒ ⁸x ₒ ⁸x 

ₒ ⁸x ₒ ⁸x 

ₒ ⁸x ₒ ⁸x 

ₒ ₓ 

⁸  

 

◇学識経験者意見聴取における主な意見 

ה ─ ─  

ה ╖ ╦∑ ⌐≈™≡ 

ה ⌐≈™≡ 

ה ⌐≈™≡ 

 

ה ⌐ ⇔≡│⁸♄ⱶ ─ ⌐ ⅜ ╢√╘⁸ ⅝

⌂ │⌂™≤ ⅎ╢ 

ה ─ ╟╡ ♄ⱶ ⅜ ◖☻♩≢ ≤ ⅎ╢ 

関係利水者意見聴取の概要 

①意見聴取期間 

23 4 15 4 25  

②関係利水者 

⁸ ⁸  

 

◇関係利水者意見聴取における主な意見 

ה ─ ─ ⌐≈™≡ 

ה ─ ⌐≈™≡ 

ה ─ ⌐≈™≡ 

 

─♩☻◖ה ≢ ╙ ≤⌂╢ ─ ♄ⱶ ⅜

╙ ≢№╢ 

ה ╙ ⅜╘⅜⌂ↄ⁸ ⌐│™≈╙ ╩ ∂≡

™╢ 

関係地方公共団体の長への意見聴取の概要 

①意見聴取期間 

23 4 20 4 25  

②関係地方公共団体の長 

⁸ ⁸  

 

◇関係地方公共団体の長における主な意見 

ⱶ♄ה ≢─ ⌐≈™≡ 

ה ─ ⌐≈™≡ 

ה ─ ⌐≈™≡ 

 

♩☻◖ה ╩ ⌐ ⇔⁸ ♄ⱶ ⅜ ≤

╦╣╢ 

ה ─ ╙ ↕╣⁸ ⅜ ╣╢╟℮⅔ ™

⇔╕∆ 

ה ╙ ↄ ♄ⱶ ⅜ ≢⅝╢╟℮⌐ ∆╢ 

⁸₈♄ⱶ ─ ⌐ ╢ ⌐ ∆╢ ₉⌐ ≠™≡ ⌐ ╦╢ ╩ ∫√

⁸ ─ ≢│ 3 ≈─ ∆═≡⌐⅔™≡⁸ ⌐ ∆╢≤⁸ ♄ⱶ ⅜

≤ ∆╢⁹ 

長崎県公共事業評価監視委員会の概要 

①日時 ( ) 23 5 25 ( )15 15 18 00 ( ) 23 6 6 ( )14 00 17 30 

②場所  

③出席委員 ( )       (  

( ) פֿ)              )  

( )     ( )  

( )  

◇ 答 申 

 ─№∫√ ─₈ ♄ⱶ ₉⌐≈™≡│⁸ ⌐ ╩ ™⁸™∏╣╙

≥⅔╡ ╘╢↓≤⌐ ⇔√─≢ ⇔╕∆⁹ 

 

◇ 主な意見等 

ה ⌐ ╡ ⅜ ⇔≡™⌂™≤™℮ ╩ ╖╢≤⁸ ─ ⌐⅔™≡⁸ ♄ⱶ

⅜⁸ √⌐ ⅜ ≤⌂╢ ≤ ⇔≡ ╢≤│ ⅎ⌐ↄ™⁹ 

ה ─ ⌐⅔↑╢ ─ ⌐⅔™≡⁸ ─ ╩ ≤⇔≡™╢⅜⁸ ⌂ ≤│

ⅎ⌐ↄ™⁹ 

ה ╛ ⌂≥⌐≈™≡⁸ ─ ╩ ╢ ╩ ╘╢⁹ 
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⑤議会の決議等 

≢│⁸ ♄ⱶ ⌐ ∆╢ ⅜⌂↕╣⁸ ≢│⁸ ♄ⱶ ה

⌐ ∆╢ ⅜ ↕╣⁸ ♄ⱶ ─ ⌐ ∆╢ ⅜ ↕╣√⁹ 

 

 

7. 対応方針 

長崎県の対応方針の決定 

│⁸ ⅛╠─ ╩ ↑⁸

♄ⱶ ╩ ∆╢≤ ╩ ⇔√⁹ 

（決定理由） 

⁸₈♄ⱶ ─ ⌐ ╢ ⌐ ∆╢ ₉⌐ ≠™≡ ⌐ ╦╢ ╩ ∫√

⁸ ⌐ ∆╢≤⁸ ≤ ⇔ ♄ⱶ ⅜ ≤ ∆╢⁹ 

 

 

 

 

 


